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― １ ―

意見書案第１号

物価に見合う年金引き上げを求める意見書の提出について

上記の意見書を別紙のとおり提出する。

平成２１年３月１７日

福 島 町 議 会

議 長 溝 部 幸 基 様

提出者 経済福祉常任委員会

委員長 杉 村 志 朗



― ２ ―

物価に見合う年金引き上げを求める意見書

困難を抱えている地方経済は、アメリカ発の金融危機に伴う未曾有の不況が、追い討ち

をかけ深刻の度を強めています。自治体財政も、「三位一体改革」による交付税縮減などに、

税収の落ち込みが加わり危機的状況です。

国際投機資金の暴走による原油や穀物の高騰をきっかけに始まった消費者物価の高騰は、

金融危機による原油価格などの低下により、一定沈静化したかに見えますが依然高止まり

の状態です。その上、政府の物価統計は、上昇を続ける税・社会保険料が含まれず、価格

低下を続けている家電やＩＴ機器が含まれ庶民の生活実態を正しく反映したものではあり

ません。

派遣切りなど失業や雇用不安、高齢者の収入減や先行き不安が、消費を冷え込ませ不況

を深刻にしています。この悪循環を断ち切らなければ自治体財政も潤わず、日本経済にと

っても地方経済にとっても未来がありません。

そのためには、雇用と国民の生活を保障して生活の不安と雇用の不安をなくすること、

国民所得の１０％を超える年金を目減りさせず、高齢者の生活を保障して将来不安を取り

除くことです。

記

１．平成２１年度年金改定に当たっては、緊急措置として物価上昇率に合わせて改定す

ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

（議決年月日）

北海道松前郡福島町議会議長 溝 部 幸 基

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣



― ３ ―

意見書案第２号

市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を求める意見書の提出について

上記の意見書を別紙のとおり提出する。

平成２１年３月１７日

福 島 町 議 会

議 長 溝 部 幸 基 様

提出者 経済福祉常任委員会

委員長 杉 村 志 朗



― ４ ―

市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を求める意見書

市町村立病院は、地域住民の生命と健康を守るため、地域の他の医療機関や行政機関と連携を図

り、救急や小児、周産期などの不採算部門や予防医療活動を積極的に担いながら、住民本位の医療

提供に努めている。

しかし、道内の市町村立病院は、約６割が１００床以下の小規模病院であり、急激な人口減少、

医師不足の深刻化、診療報酬のマイナス改定等により、非常に厳しい経営を強いられ、市町村立病

院の７７％が赤字である。

現在多くの市町村立病院は、経営の効率化のために病院規模の適正化、経営コストの削減、再編

ネットワーク化、経営形態の見直しを検討しているが、収入の根幹である診療報酬のマイナス改定

は安定経営を脅かしているばかりか、病院の存続を検討する事態にまでなっている。また、一般会

計繰出金は、地方交付税措置額の１.７倍に達し、自治体財政を圧迫する要因となっている。特に

不採算部門における国の交付税措置は不十分であり、地方交付税額の繰出基準の改善が必要である。

また、平成１８年に「医療制度改革関連法」が成立し、介護療養病床を平成２４年４月末で廃止

し、医療療養病床も大幅に削減することとされた。しかし、介護療養病床の転換先として介護療養

型老人保健施設が創設されたが、医師や看護師の配置が手薄くなり、現在のような医療行為を提供

することが困難になり、入居者を継続入所させることができないと危惧されている。このまま介護

療養病床が廃止され、医療療養病床が削減されれば、行き場のない、いわゆる「医療難民」「介護

難民」が多数出ることは明らかであり、結果として医療の地域格差を広げ、地域医療の崩壊を招く

ことになる。

以上のことから、地域医療は住民にとって、無くてはならない生活基盤であり、地方自治体とし

ては、これを守り維持することが必要不可欠であるため、次のことを要望する。

記

１．療養病床を持つ病院や不採算部門を抱える病院、小規模病院の経営を安定させるために、次

期診療報酬改定では診療報酬を増額すること。

２．公立病院や公的病院に対する地方交付税措置額の改善については、昨年１２月２６日に増額

措置が公表されたところであるが、一層の普通交付税措置により、不採算地区病院、救急病院、

小児・周産期病院の経営安定を図ること。

３．地域の実情に合わせて医療療養病床を維持するとともに、介護療養病床の役割を再評価し、

存続を検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

（議決年月日）

北海道松前郡福島町議会議長 溝 部 幸 基

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務・金融大臣、厚生労働大臣


